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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年６月２３日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２３年２月５日 １０時２０分ごろ 

発生場所 長崎県平戸市平戸島北方にある中江
なかえ

ノ
の

島付近の杭
くい

瀬
せ

 平戸市生月島所在の

生月港北防波堤灯台から真方位１２９°１.７海里（Ｍ）付近   

（概位 北緯３３°２２.５４′ 東経１２９°２７.８２′） 

事故調査の経過  平成２３年２月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 かわせみ丸、０.６５トン 

 ＮＳ３－５０３９４６（漁船登録番号）、個人所有 

 ３.７８ｍ（Lr）×１.３５ｍ×０.５８ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、漁船法馬力数３０、平成７年１１月２７日登録 

 乗組員等に関する情報 船長 男性  ７１歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

免許登録日 昭和５０年７月２５日 

免許証交付日 平成２０年９月１０日 

          （平成２６年３月２３日まで有効） 

 死傷者等 なし        

 損傷 機関が濡損 

 事故の経過 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、平成２３年２月５日０８時３０分ご

ろ、杭瀬の南西側（水深約１７～１８ｍ）に四爪錨を投入して錨索を約３

０～４０ｍ出し、船首中央部に係止していさきの一本釣りを行った。 

船長は、北東に流れる潮流によって走錨したので揚錨しようとしたとこ

ろ、錨が岩場に引っ掛かって引き揚げることができなかったので、いつも

のように本船を前進させて錨索を引き、錨の爪を曲げて開かせ、岩場から

外すことにした。 

船長は、左舷船尾で船外機の操作を行い、微速力で前進して錨の上を通

過し、船首方に出ていた錨索が右舷船尾方となって徐々に緊張したが、岩

場に引っ掛かった錨が外れなかった。 

船長は、緊張した錨索によって右舷船尾部が下方に引かれる状態とな

り、右舷側に傾斜して船内に海水が流入したので、直ちに船外機を停止し

たのち、錨索を緩めようとしたが、傾斜していた右舷側から波が打ち込

み、平成２３年２月５日１０時２０分ごろ、生月港北防波堤灯台から真方

位１２９°１.７Ｍ付近において転覆した。 
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船長は、落水したが、転覆した本船の船底にはい上がり、着用していた

救命胴衣を振って救助を求めていたところ、中江ノ島にいた釣り人に発見

され、通報を受けた海上保安署の巡視艇と付近を航行中の漁船等の協力に

より救助された。 

本船は、クレーンを装備した僚船の船上に吊り上げられ、係留地に運ば

れた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２ 

海象：潮流 北東流 約１ノット、潮汐 上げ潮の末期 

 その他の事項 本船の四爪錨は、ステンレス製の丸棒で製作し、錨索を強く引けば、錨

の爪が曲がって開くようにしており、錨索は、直径約１２mm の合成繊維製

のものを使用していた。 

船長は、いつも岩場の付近で錨泊して一本釣りを行っており、錨が岩場

に引っ掛かって揚がらなくなったときには、船外機を前進にかけて錨索を

引き、錨の爪を開かせて岩場から外す方法を採っていた。 

船長は、出航時からオレンジ色の救命胴衣を着用していた。また、船長

は、携帯電話を所持していたが、海水に濡れて使用できなかった。 

油の流出はなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は、中江ノ島付近の杭瀬において、岩場に

引っ掛かった錨を外そうとした際、船長が、前進

しながら右舷船尾から出ていた錨索を引いたもの

の、錨が外れずに錨索が緊張して右舷船尾部が下

方に引かれる状態となり、本船が右舷側に傾斜し

たことから、海水が船内に流入して転覆したもの

と考えられる。 

原因 本事故は、本船が、中江ノ島付近の杭瀬において、岩場に引っ掛かった

錨を外そうとした際、船長が、前進しながら右舷船尾から出ていた錨索を

引いたものの、錨が外れずに錨索が緊張して右舷船尾部が下方に引かれる

状態となり、本船が右舷側に傾斜したため、海水が船内に流入して転覆し

たことにより発生したものと考えられる。 

参考 本事故の再発防止策として次のものが考えられる。 

・岩場に引っ掛かった錨を外す場合は、錨索の係止場所を船首部から船

尾部に取り直したうえで引くこと。 

・錨が外れないことがあるので、錨索が過度に緊張しないようにするこ

と、また、錨索が緊張したときに船体が傾斜しないように、錨索が船尾

方向に出ていることを確認しておくこと。 

なお、携帯電話は、防水型のものを使用するか、又は防水パックに入れ

ておくことが望ましい。 

※ 「参考」は、今後の同種船舶事故等の再発防止のために役立つと考えられる事項を列挙したもので 

ある。 

 




